
ＮＯ．２５６     西麻布三丁目北東地区（組合施行）

計画地

1

2

3

名称 施行区域面積

名称 幅員 延長 面積

幹線街路放射第２
２号線

補助線街路第 １０
号線

区画道路1－1号
約８ｍ

[全幅約８ｍ]
約１６ｍ －

区画道路1－2号
約２ｍ

[全幅約４ｍ]
約９ｍ －

区画道路2号
約３．３ｍ

[全幅約６．６～
６．７ｍ]

約１４ｍ －

緑地 － － 約２２０㎡

Ａ － －
高層部 ：２００ｍ
中層部 ：４０ｍ

計画図の通
り

B1 － － 低層部：１７ｍ
計画図の通
り

B2 － － 低層部：１７ｍ
計画図の通
り

B3 － － 低層部：１７ｍ
計画図の通
り

建築面積

Ａ 約３，８００㎡

B1 約４５０㎡

B2 約４５０㎡

B3 約３９０㎡

建築物の整備

街
区

建蔽率 容積率
建築物の

高さの限度
壁面の

位置の限度

約９７，０００㎡
（約６９，２００㎡）

約１，０００㎡
（約９５０㎡）

約８００㎡
（約７５０㎡）

約９００㎡
（約８５０㎡）

主要用途

住 宅、店舗、事務所、ホ
テル等

神社及び寺院並びにこ
れらに付属する建築物

神社及び寺院並びにこ
れらに付属する建築物

神社及び寺院並びにこ
れらに付属する建築物

延べ面積(容積対象) 住宅建設の目標

２　都市計画の内容

西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発
事業

約１．６ｈａ

公共施設の
配置及び規模

備考

別に都市計画に定めるとおり。 既 設

別に都市計画に定めるとおり。
拡 幅

横断歩道橋を整備する

新 設

既 設
舗装を再整備する

既 設
舗装を再整備する

新設

地区面積 約１．６ｈａ 構造 鉄筋コンクリート造

階数

A街区：地上５４階／地下４階
B１街区：地上３階／地下１階
B２街区：地上３階／地下１階
B３街区：地上３階／地下１階

高さ

A街区：高層部２００ｍ/中層部３０ｍ
B１街区：１３ｍ
B２街区：１１ｍ
B３街区：１５ｍ

(にしあざぶ３ちょうめほくとう)

１　計画の概要

　港区西麻布三丁目地内及び六本木六丁目地内

計画の概要

　都市計画道路（補助街路第10号線）や区画道路、緑地等公共施設の整備

　地区計画で定められた広場、歩行者通路、歩道状空地等空地の整備

　住宅、宿泊施設、商業、業務等の用途の超高層棟と寺社３棟の施設建築物の整備



建築敷地面積

Ａ 約７，４５０㎡

B1 約１，１００㎡

B2 約１，１００㎡

B3 約６００㎡

都市計画決定

Ａ 約１．２ｈａ ９３０％ ６０％ ４００％ ２００㎡ 計画図のとおり

Ｂ 約０．４ｈａ １５０％ ７０％ ５０％ ２００㎡ 計画図のとおり

Ｃ 約０．１ｈａ － － － － －

都市計画決定

住宅戸数

事業認可 総事業費

令和４年６月２３日 　事業計画変更認可

令和４年１１月２９日 　事業計画変更認可

平成２５年３月２７日 　西麻布三丁目北東地区市街地再開発準備組合設立

平成３１年４月１９日 　西麻布三丁目北東地区第一種市街地再開発事業都市計画決定

令和２年９月１０日 　西麻布三丁目北東地区市街地再開発組合設立認可

５　経　緯

年　月　日 内　　　　　　　容

平成１６年５月 　地権者によるまちづくり協議会を設立

延べ面積

A街区：約９７，０１０㎡
B１街区：約１，０４０㎡

B２街区：約７５０㎡
B３街区：約９５０㎡

容積率

A街区：約９２９％
B１街区：約９４％
B２街区：約６７％

B３街区：約１４４％

用途

A街区：ホテル、住宅、事務所、店舗、駐車場
B１街区：寺社及び付属施設
B２街区：寺社及び付属施設
B３街区：寺社及び付属施設

－

駐車場 約２７０台

西麻布三丁目北
東地区地区計画

平成３１年４月１９日　港区告示第１０８号

４　事業計画の概要

敷地面積

A街区：約７，４３０㎡
B１街区：約１，１００㎡
B２街区：約１，１００㎡

B３街区：約６００㎡

建蔽率

A街区：約５２％
B１街区：約３６％
B２街区：約３０％
B３街区：約６５％

令和２年９月１０日　東京都告示第１１６６号
令和４年６月２３日　東京都告示第９６４号（変更）

令和４年１１月２９日　東京都告示第１５１６号（変更）
令和５年２月１５日　東京都告示第１２７号（変更）

約８０４憶

建築敷地の
整備

整備計画

・広場、歩行者通路、歩道状空地、緑地を整備する。
・幹線街路や区画道路の道路境界線から壁面を後退させる。
・建築物の外壁、これに代わる柱は、計画図に示す壁面の位置を越え
て建築してはならない。ただし、次の各号の一に該当する建築物はこ
の限りでない。
１）歩行者の回遊性及び利便性を高めるために設ける歩行者デッキ、
階段、エスカレーター、エレベータ等及びこれらに設置される屋根、柱、
壁その他これらに類するもの
２）歩行者の快適性及び安全性を高めるために設けるひさしその他こ
れに類するもの

平成３１年４月１９日　港区告示第１０９号

３　地区計画（再開発等促進区を定める地区計画）

地区名 面積
容積率の
最高限度

建蔽率の
最高限度

容積率の
最低限度

建築面積の
最低限度

壁面の位置
の限度



基盤地図情報出典：国土地理院ウェブサイト（https://www.gsi.go.jp/index.html）

※基盤地図情報上の文字・図は追加したもの

令和５年２月１５日 　権利変換計画認可

令和５年３月１日 　権利変換期日

６　位置図

７　区域図

令和５年２月１５日 　事業計画変更認可



８　配置図



９　完成写真（完成予想イメージパース）


